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(57)【要約】
【課題】合成乳化剤を使用せず、また粉乳類を使用せずとも、浮きが良好で、呈味発現性
も良好である加糖ロールイン油脂組成物を提供すること。
【解決手段】乳由来の固形分中のリン脂質の含有量が２質量％以上である乳原料を含有す
ることを特徴とする加糖ロールイン油脂組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳由来の固形分中のリン脂質の含有量が２質量％以上である乳原料を含有することを特
徴とする加糖ロールイン油脂組成物。
【請求項２】
　糖類の含有量が固形分として３～３０質量％であることを特徴とする請求項１記載の加
糖ロールイン油脂組成物。
【請求項３】
　粉乳類を含有しないことを特徴とする請求項１または２記載の加糖ロールイン油脂組成
物。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の加糖ロールイン油脂組成物を使用した積層状生地
。
【請求項５】
　請求項４項記載の積層状生地を焼成した層状ベーカリー製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、合成乳化剤を使用せず、また粉乳類を使用せずとも、浮きが良好で、呈味発
現性も良好である加糖ロールイン油脂組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　甘味を有するパイやデニッシュなどの層状ベーカリー製品を製造するには、通常は生地
に糖類を練り込む方法がとられるが、その場合、浮きが悪化するという問題がある。
　そのため、ロールイン油脂に糖類を含有させる方法（たとえば特許文献１、２参照）が
行われているが、火抜けが悪くなることから、とくにロールイン量を増やすと浮きが悪い
、という問題があった。
【０００３】
　一方、これらの糖類を含有するロールイン油脂を製造する際には液糖を使用することか
ら水分含量が高くなるため、どうしても一定量以上の合成乳化剤を使用する必要があり、
そのため得られる層状ベーカリー製品は甘味をはじめ、乳風味や各種呈味成分の呈味発現
性が悪くなる問題があった。
【０００４】
　そのため加糖ロールイン油脂組成物に使用する糖類として特定のキレのある呈味の糖類
と特定の乳化剤を併用する方法（特許文献３参照）、高濃度の糖液とレシチンを併用する
方法（特許文献４参照）、高濃度糖液中に水溶性呈味成分を含有させる方法（特許文献５
参照）などが提案されている。
【０００５】
　また別のアプローチとして、口中での溶解性を調整した油脂配合とする方法（特許文献
６）や乳蛋白質に対して特定量の糖類と高甘味度甘味料を含有させることで乳風味を発現
させる方法（特許文献７）も紹介されている。
【０００６】
　しかし特許文献３の方法では、甘味がトップに強く感じられるため、他の乳風味や各種
呈味成分の呈味発現性が悪くなる問題、特許文献４の方法は単にモノグリセリド等の合成
乳化剤を大豆レシチンや卵黄レシチンなどの天然の乳化剤に置換しただけであり、合成乳
化剤よりは呈味発現性は若干改良されるものの根本的な解決となっておらず、特許文献５
の方法は水溶性呈味成分の呈味発現性の改良効果はあるものの油溶性の呈味成分や甘味自
体の呈味発現性の改良はなされていなかった。
【０００７】
　更に特許文献６の方法は、油脂の口溶けに伴って呈味発現性が改善されるものであるた
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め、油脂の融点に左右されてしまい、高融点油脂を使うことの多いロールイン油脂に使用
する場合は効果が制限されてしまうという問題があり、特許文献７の方法は乳蛋白質を一
定量必要とする上に、得られる風味はミルク風味であり、広範な風味や呈味の改良を目指
すものではなかった。
　ここで、呈味発現性の面からその大きな阻害要因である乳化剤を無添加とする方法も考
えられるが、加糖ロールイン油脂組成物の場合は、上記のように水分含量が高くなるため
乳化安定性の悪化は避けられず、乳化剤無添加とする場合は、脱脂粉乳やカゼインナトリ
ウムなどの乳化性のある乳蛋白質を併用することとなるが、高コストとなる問題や乳風味
が強くなりすぎる、あるいは甘味や他の呈味成分との呈味バランスが悪くなるなどの問題
があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特公昭６１－０３５８０５号公報
【特許文献２】特開平０４－２４８９４８号公報
【特許文献３】特開２００６－３２５５０３号公報
【特許文献４】特開２００６－３２５５０３号公報
【特許文献５】特開２０１０－０９４０８０号公報
【特許文献６】特開２０１３－１８８２０５号公報
【特許文献７】特開２０１５－１０４３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の目的は、合成乳化剤を使用せず、また粉乳類を使用せずとも、浮きが
良好で、呈味発現性も良好である加糖ロールイン油脂組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは上記課題を解決すべく種々検討した結果、乳化剤に代えて乳由来の固形分
中のリン脂質の含有量が２質量％以上である乳原料を使用することで上記課題を解決可能
であることを見出した。
　すなわち、本発明は乳由来の固形分中のリン脂質の含有量が２質量％以上である乳原料
を含有することを特徴とする加糖ロールイン油脂組成物を提供するものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、浮きが良好で、呈味発現性も良好である層状ベーカリー製品を安定し
て得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の加糖ロールイン油脂組成物について詳述する。
　まず本発明で使用する、乳由来の固形分中のリン脂質の含有量が２質量％以上である乳
原料について説明する。
【００１３】
　本発明の加糖ロールイン油脂組成物は、乳固形分中のリン脂質の含有量が２質量％以上
である乳原料を含有することにより、合成乳化剤や粉乳類を使用せずとも浮きが良好で、
呈味発現性も良好である層状ベーカリー製品を安定して得ることができる。なお、上記乳
原料の乳固形分中のリン脂質の含有量は、好ましくは３質量％以上、さらに好ましくは４
質量％以上、最も好ましくは５～４０質量％である。
【００１４】
　また、上記の乳原料は、牛乳、ヤギ乳、ヒツジ乳、人乳などの乳から製造されたもので
あるのが好ましく、特に牛乳から製造されたものであるのが好ましい。
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　上記の乳原料としては、乳固形分中のリン脂質の含有量が２質量％以上である乳原料で
あればどのようなものでも構わないが、具体的な例としてクリーム又はバターからバター
オイルを製造する際に生じる水相成分があげられる。
【００１５】
　上記のクリームからバターオイルを製造する際に生じる水相成分の製造方法は、例えば
以下の通りである。まず、牛乳を遠心分離して得られる脂肪濃度３０～４０質量％のクリ
ームをプレートで加温し、遠心分離機によってクリームの脂肪濃度を７０～９５質量％ま
で高める。次いで、乳化破壊機で乳化を破壊し、再び遠心分離機で処理することによって
バターオイルが得られる。本発明で用いられる上記水相成分は、最後の遠心分離の工程で
バターオイルの副産物として発生するものである。
【００１６】
　上記のバターからバターオイルを製造する際に生じる水相成分の製造方法は、例えば以
下の通りである。まず、バターを溶解機で溶解し熱交換機で加温する。これを遠心分離機
で分離することによってバターオイルが得られる。本発明で用いられる上記水相成分は、
最後の遠心分離の工程でバターオイルの副産物として発生するものである。該バターオイ
ルの製造に用いられるバターとしては、通常のものが用いられる。
【００１７】
　本発明では、上記の乳原料をさらに濃縮したものや乾燥したもの、冷凍処理をしたもの
などを用いることも可能である。溶剤を用いて濃縮したものは風味上の問題から用いない
ことが好ましい。
【００１８】
　本発明で用いる上記の乳原料における乳固形分中のリン脂質の定量方法は、例えば以下
のような方法にて測定することができる。但し、抽出方法などについては、乳原料の形態
などによって適正な方法が異なるため、以下の定量方法に限定されるものではない。
【００１９】
　まず、乳原料の脂質をＦｏｌｃｈ法を用いて抽出する。次いで、抽出した脂質溶液を湿
式分解法（日本薬学会編、衛生試験法・注解2000 2.1食品成分試験法に記載の湿式分解法
に準じる）にて分解した後、モリブデンブルー吸光度法（日本薬学会編、衛生試験法・注
解2000 2.1食品成分試験法に記載のリンのモリブデン酸による定量に準じる）によりリン
量を求める。求められたリン量から以下の計算式を用いて乳原料の乳固形分１００ｇ中の
リン脂質の含有量（ｇ）を求める。
【００２０】
　リン脂質（ｇ／１００ｇ）＝〔リン量（μｇ）／（乳原料－乳原料の水分（ｇ））〕×
２５．４×（０．１／１０００）
【００２１】
　また、本発明では、上記の乳原料中のリン脂質の一部または全部がリゾ化されたリゾ化
物を使用することもできる。該リゾ化物は、乳原料をそのままリゾ化したものであっても
良く、また乳原料を濃縮した後にリゾ化したものであってもよい。また、得られたリゾ化
物に、さらに濃縮あるいは噴霧乾燥処理などを施してもよい。これらのリゾ化物は本発明
におけるリン脂質の含有量に含めるものとする。
【００２２】
　上記の乳原料中のリン脂質をリゾ化するには、ホスホリパーゼＡで処理すればよい。ホ
スホリパーゼＡは、リン脂質分子のグリセロール部分と脂肪酸残基とを結びつけている結
合を切断し、この脂肪酸残基を水酸基で置換する作用を有する酵素である。ホスホリパー
ゼＡは、作用する部位の違いによってホスホリパーゼＡ１とホスホリパーゼＡ２とに分か
れるが、ホスホリパーゼＡ２が好ましい。ホスホリパーゼＡ２の場合、リン脂質分子のグ
リセロール部分の２位の脂肪酸残基が選択的に切り離される。
【００２３】
　また、本発明では、上記の乳原料は、乳化安定性をさらに向上させることができる点で
、好ましくはｐＨが３～６、より好ましくはｐＨ４～６、さらに好ましくは４．７～５．
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８となるように酸処理を行ったものであることが好ましい。
【００２４】
　上記酸処理を行うには、酸を添加する方法であっても、また、乳酸醗酵などの醗酵処理
を行う方法であってもよいが、好ましくは酸を添加する。該酸としては、無機酸であって
も有機酸であってもよいが、有機酸であることが好ましい。該有機酸としては、酢酸、乳
酸、クエン酸、グルコン酸、フィチン酸、ソルビン酸、アジピン酸、コハク酸、酒石酸、
フマル酸、リンゴ酸、アスコルビン酸等が挙げられ、果汁、濃縮果汁、発酵乳、ヨーグル
トなどの有機酸を含有する飲食品も用いることができるが、本発明においてはより酸味が
少なく、風味に影響しない点でフィチン酸及び／又はグルコン酸を使用することが好まし
い。
【００２５】
　なお、上記酸の添加によるｐＨの調整は、上記酸を上記乳原料自体に添加することによ
り行ってもよいし、上記乳原料と、下述の（２）（３）成分をはじめ、他の加糖ロールイ
ン油脂組成物の材料とを混合する際に、又は混合後に上記酸を添加することにより行って
もよい。
【００２６】
　また、本発明では、上記の乳原料に、乳化安定性をさらに向上させることができる点で
、リン脂質含有量１質量部あたり、好ましくは０．０１～１質量部、より好ましくは０．
０２～０．５質量部、さらに好ましくは０．０５～０．３質量部のカルシウム塩を添加し
てもよい。
【００２７】
　上記カルシウム塩としては塩化カルシウム、乳酸カルシウム、リン酸カルシウム、グル
コン酸カルシウム、クエン酸カルシウム、炭酸カルシウム、グルタミン酸カルシウム、ア
スコルビン酸カルシウム等が例示され、このうち１種又は２種以上を組み合わせて用いる
ことができるが、本発明においては得られる加糖ロールイン油脂組成物の風味が良好であ
る点で塩化カルシウム及び／又は乳酸カルシウムを使用することが好ましい。
【００２８】
　また、本発明で用いる上記の乳原料は、乳化安定性をさらに向上させることができる点
、及び、呈味発現性をより高めることができる点で、均質化処理を行なったものであるこ
とが好ましい。とくに上記リゾ化処理、酸処理、カルシウム塩添加を行なう場合は、その
効果を高めるために均質化処理を行なうことが特に好ましい。均質化処理は１回でもよく
、２回以上行ってもよい。また、粘性が高いなどの場合は、加水により粘度を調整してか
ら均質化処理を行なってもよい。該均質化処理に用いられる均質化機としては、例えば、
ケトル型チーズ乳化釜、ステファンミキサーの様な高速せん断乳化釜、スタティックミキ
サー、インラインミキサー、バブル式ホモジナイザー、ホモミキサー、コロイドミル、デ
ィスパーミルなどがあげられる。均質化圧力は特に制限はないが、好ましくは０～１００
ＭＰａである。２段式ホモゲナイザーを用いて均質化処理をする場合は、例えば、１段目
３～１００ＭＰａ、２段目０～５ＭＰａの均質化圧力にて行ってもよい。
【００２９】
　さらに本発明で用いる上記の乳原料は、ＵＨＴ加熱処理を行ってもよい。ＵＨＴ加熱処
理の条件としては特に制限はないが、処理温度は好ましくは１２０～１５０℃であり、処
理時間は好ましくは１～６秒である。
【００３０】
　このようにして得られる本発明で用いる上記の乳原料や乳原料加工品は、液状、ペース
ト状、粉末状、固形状などの状態のものとすることができ、本発明の加糖ロールイン油脂
組成物ではいずれの状態のものでも使用できる。
【００３１】
　本発明の加糖ロールイン油脂組成物における上記乳原料の配合割合は加糖ロールイン油
脂組成物のパン生地への添加量に依存するため、特に限定されるものではなく、固形分と
して０．０５質量％～５質量％の範囲から適宜選択可能であるが、呈味の発現性の点で好
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ましくは０．１～１．０質量％、より好ましくは０．１～０．５質量％である。
　ここで、本発明の加糖ロールイン油脂組成物における上記乳原料の配合割合が０．０５
質量％未満であると、本発明の効果が得られず、５質量％超であると呈味の発現性が悪化
するおそれがある。
【００３２】
　次に、本発明の加糖ロールイン油脂組成物に使用する糖類について述べる。
　上記糖類としては、ブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、酵素糖化水飴、乳糖、還元澱粉
糖化物、異性化液糖、ショ糖結合水飴、オリゴ糖、還元糖ポリデキストロース、ソルビト
ール、還元乳糖、トレハロース、キシロース、キシリトール、マルチトール、エリスリト
ール、マンニトール、フラクトオリゴ糖、大豆オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、乳果オリゴ
糖、ラフィノース、ラクチュロース、パラチノースオリゴ糖等が挙げられ、本発明では、
上記の糖類の中から選ばれた１種または２種以上を用いることができる。
【００３３】
　なお、本発明の加糖ロールイン油脂組成物における糖類の含有量は、固形分として、好
ましくは３～３０質量％、さらに好ましくは３～２５質量％、最も好ましくは５～２０質
量％である。３質量％未満であると甘味が全く感じられなくなり、３０質量％を超えると
甘味が強すぎて、乳風味などのその他の呈味成分の呈味の発現性が悪化してしまうことに
加え、乳化安定性が著しく悪化してしまう。
【００３４】
　次に、本発明の加糖ロールイン油脂組成物に使用する油脂について述べる。
　上記油脂としては、例えば、パーム油、パーム核油、ヤシ油、コーン油、綿実油、大豆
油、ナタネ油、米油、ヒマワリ油、サフラワー油、オリーブ油、キャノーラ油、牛脂、乳
脂、豚脂、カカオ脂、魚油、鯨油等の各種植物油脂及び動物油脂、並びにこれらに水素添
加、分別及びエステル交換から選択される１又は２以上の処理を施した加工油脂等が挙げ
られる。これらの油脂は、単独で用いることもでき、又は２種以上を組み合わせて用いる
こともできる。
【００３５】
　本発明の加糖ロールイン油脂組成物における、油脂の含有量は、好ましくは４０～９５
質量％、更に好ましくは５０～８５質量％、最も好ましくは７０～８０質量％である。本
発明において、油脂の含有量が４０質量％よりも少ないと油中水型の乳化物が不安定とな
りやすく、９５質量％よりも多いと水相成分の呈味を感じられなくなりやすい。
【００３６】
　なお、本発明の加糖ロールイン油脂組成物に、油脂を含有する原材料を使用した場合は
、上記油脂の含有量には、それらの原材料に含まれる油脂分も含めるものとする。
　また、本発明の加糖ロールイン油脂組成物では呈味の発現性の点で、粉乳類を含有しな
いことが好ましい。粉乳類は乳風味の最も好ましい呈味素材ではあり、さらにはある程度
の乳化性をも有するため乳化油脂組成物の製造にはよくつかわれる乳素材ではあるが、そ
の製造工程における熱変性等でややくぐもった風味になってしまうことに加え、他の風味
成分の呈味の発現性を阻害するためである。
【００３７】
　本発明では、乳由来の固形分中のリン脂質の含有量が２質量％以上である乳原料を使用
することにより、これらの粉乳類を使用せずとも良好な乳化安定性を得ることが可能であ
ることに加え、呈味の発現性も優れたものとすることが可能である。
【００３８】
　該粉乳類としては、カゼインやホエイ蛋白質を多く含む粉末状の乳製品であり、具体的
には、脱脂粉乳、全粉乳、ホエイパウダー、ホエイプロテインコンセントレート、トータ
ルミルクプロテイン、ミルクプロテインコンセントレート、カゼインナトリウム、カゼイ
ンカリウム等を挙げることができる。
【００３９】
　なお、本発明の加糖ロールイン油脂組成物の好ましい水分含量は３～２０質量％、更に
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好ましくは３～１２質量％、最も好ましくは３～１０質量％である。
　尚、ここでいう水分とは、水道水や天然水等の配合水以外にも、牛乳、液糖等の水分を
含む原材料に含まれる水分も含めたものとする。
【００４０】
　本発明の加糖ロールイン油脂組成物は、必要に応じて、本発明の効果を妨げない範囲に
おいて、その他の成分を含有することができる。その他の成分としては、レシチン、グリ
セリン脂肪酸エステル、グリセリン酢酸脂肪酸エステル、グリセリン乳酸脂肪酸エステル
、グリセリンコハク酸脂肪酸エステル、グリセリンジアセチル酒石酸脂肪酸エステル、ソ
ルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ショ糖酢酸イソ酪酸エステル、ポリグ
リセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エステル、プロピレングリ
コール脂肪酸エステル、ステアロイル乳酸カルシウム、ステアロイル乳酸ナトリウム、ポ
リオキシエチレンソルビタンモノ脂肪酸エステル等の乳化剤、牛乳、脱脂乳、乳清ミネラ
ル等の粉乳類以外の乳や乳製品、大豆たんぱく質、小麦たんぱく質、卵たんぱく質等の乳
たんぱく質以外のたんぱく質、グアーガム、ローカストビーンガム、カラギーナン、アラ
ビアガム、アルギン酸類、ペクチン、キサンタンガム、プルラン、タマリンドシードガム
、サイリウムシードガム、結晶セルロース、ＣＭＣ、メチルセルロース、寒天、グルコマ
ンナン、ゼラチン、澱粉、化工澱粉等の増粘安定剤、食塩や塩化カリウム等の塩味剤、ア
ミラーゼ、プロテアーゼ、アミログルコシダーゼ、プルラナーゼ、ペントサナーゼ、セル
ラーゼ、リパーゼ、ホスフォリパーゼ、カタラーゼ、リポキシゲナーゼ、アスコルビン酸
オキシダーゼ、スルフィドリルオキシダーゼ、ヘキソースオキシダーゼ、グルコースオキ
シダーゼ等の酵素、β―カロチン、カラメル、紅麹色素等の着色料類、酢酸、乳酸、グル
コン酸等の酸味料、ステビア、アセスルファムカリウム等の高甘味度甘味料、調味料、ア
ミノ酸、ｐＨ調整剤、食品保存料、日持ち向上剤、トコフェロール、茶抽出物等の酸化防
止剤、着香料、果実、果汁、ナッツペースト、香辛料、カカオマス、ココアパウダー、コ
ーヒー、紅茶、緑茶、穀類、豆類、野菜類、肉類、魚介類等の食品素材等が挙げられる。
　ただし、本発明の加糖ロールイン油脂組成物では、呈味発現性をより良好なものとする
ことができる点において、合成乳化剤を含有しないことが好ましい。
【００４１】
　本発明では、乳由来の固形分中のリン脂質の含有量が２質量％以上である乳原料を使用
することにより、合成乳化剤を使用せずとも良好な乳化安定性を得ることが可能である。
　該合成乳化剤としては、上記その他の成分のうちのグリセリン脂肪酸エステル、グリセ
リン酢酸脂肪酸エステル、グリセリン乳酸脂肪酸エステル、グリセリンコハク酸脂肪酸エ
ステル、グリセリンジアセチル酒石酸脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ショ
糖脂肪酸エステル、ショ糖酢酸イソ酪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリ
グリセリン縮合リシノレイン酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ステア
ロイル乳酸カルシウム、ステアロイル乳酸ナトリウム、ポリオキシエチレンソルビタンモ
ノ脂肪酸エステル等を挙げることができる。
【００４２】
　次に、本発明の加糖ロールイン油脂組成物の好ましい製造方法について述べる。
　本発明の加糖ロールイン油脂組成物は、例えば、乳由来の固形分中のリン脂質の含有量
が２質量％以上である乳原料を組成物中０．０５質量％～５質量％となりうる量、糖類を
組成物中固形分として３～３０質量％となりうる量を含有する水相と、油脂を主体とする
油相を乳化し、急冷可塑化することにより得ることができる。
【００４３】
　具体的には、まず油脂に必要によりその他の材料を添加した油相と、水に固形分中のリ
ン脂質の含有量が２質量％以上である乳原料を組成物中０．０５質量％～５質量％となり
うる量、糖類を組成物中固形分として３～３０質量％となりうる量、必要によりその他の
材料を添加した水相を油中水型に乳化し、乳化物とする。
【００４４】
　上記の油相と水相との質量比率（前者：後者）は、好ましくは油相：水相＝５０：５０
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～９０：１０、より好ましくは油相：水相は５０：５０～８５：１５である。本発明にお
いて、油相が５０質量％よりも少なく、水相が５０質量％よりも多いと、乳化が不安定と
なりやすい。
【００４５】
　そして、次に殺菌処理するのが望ましい。殺菌方法は、タンクでのバッチ式でも、プレ
ート型熱交換機や掻き取り式熱交換機を用いた連続式でも構わない。次に、冷却し、可塑
化する。本発明において、上記の冷却は好ましくは－０．５℃／分以上、より好ましくは
－５℃／分以上とする。この際、徐冷却より急速冷却の方が好ましい。冷却に用いる機器
としては、密閉型連続式チューブ冷却機、例えばボテーター、コンビネーター、パーフェ
クター等のマーガリン製造機やプレート型熱交換機等が挙げられ、また、開放型のダイア
クーラーとコンプレクターの組み合わせ等が挙げられる。
【００４６】
　また、本発明の加糖ロールイン油脂組成物を製造する際のいずれかの製造工程で、窒素
、空気等を含気させても、含気させなくても構わない。
【００４７】
　なお、本発明の加糖ロールイン油脂組成物は、シート状、ブロック状、円柱状、直方体
等の形状としてもよい。
【００４８】
　本発明の加糖ロールイン油脂組成物は、各種ベーカリー製品に用いることができ、例え
ばデニッシュ・ペストリー、パイ等の層状ベーカリー製品に、ロールイン用として広く使
用することができるが、なかでも本発明の加糖ロールイン油脂組成物は、デニッシュ・ペ
ストリー用として特に優れている。
【００４９】
　次に本発明の積層状生地について説明する。
　本発明の積層状生地は、小麦粉主体のドウに対し、上記加糖ロールイン油脂組成物をロ
ールインすることによって得られるものである。
　上記小麦粉主体のドウとは、小麦粉に、水と、必要に応じて小麦粉以外の穀粉、油脂、
卵、粉乳、食塩、糖類、呈味剤、イースト菌、膨張剤等を加えて練り上げたものであり、
例えば、パイ生地、デニッシュ生地、クロワッサン生地、ドーナツ生地、イーストドーナ
ツ生地、タルト生地等が挙げられる。なお上記生地名称はここでは加糖ロールイン油脂組
成物をロールインする前の生地をさす。
【００５０】
　なお、本発明の積層状生地における上記本発明の加糖ロールイン油脂組成物のロールイ
ン量は、上記小麦粉主体のドウに含まれる澱粉類１００質量部に対し、好ましくは１０～
１００質量部、より好ましくは１０～５０質量部である。
【００５１】
　また、積層状生地の好ましい層数は３～５１２層、より好ましくは１６～２５６層であ
る。層数が３層よりも少ないと、得られる層状ベーカリー製品の層状構造部分が脆く、損
壊しやすくなってしまうおそれがあり、また、油っぽい食感となってしまう上に焼成時に
油脂漏れが発生するおそれもある。また層数が５１２層よりも多いと、得られる層状ベー
カリー製品が層状構造を有さないものになるおそれがある。
　上記ロールインの方法としては、シート状の加糖ロールイン油脂組成物を使用した折パ
イ方式であっても、小片状の加糖ロールイン油脂組成物を使用した練りパイ方式であって
もよいが、より良好な食感と均質な層状構造を有する層状ベーカリー製品が得られる点で
、シート状の加糖ロールイン油脂組成物を使用した折パイ方式で得られたものであること
が好ましい。ここで使用するシート状の加糖ロールイン油脂組成物とは厚さ２～３０ｍｍ
のもので、成形済みのものでもよいし、ブロック状の加糖ロールイン油脂組成物をバター
ポンプ等で送りだし、連続的に生地上にシート状に合わせていく方法によるものでもよい
。
【００５２】
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　次に、本発明の層状ベーカリー製品について述べる。
　本発明の層状ベーカリー製品は、上記の本発明の積層状生地を、適宜、分割、成形し、
必要に応じホイロ、リタード、レストをとった後、焼成することにより得ることができる
。
　上記成形は、どのような形状に成形してもよく、型詰めを行っても構わない。成形は、
手作業で行っても、連続ラインを用いて全自動で行っても構わない。
　また、得られた本発明のベーカリー製品を、冷蔵、冷凍保存したり、該保存後に電子レ
ンジ加熱することも可能である。
【実施例】
【００５３】
　以下に実施例、比較例を挙げて、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに何
ら限定されるものではない。
【００５４】
〔実施例１〕
　パームオレインのランダムエステル交換油７０質量％、パーム油とパーム極度硬化油を
６５：３５の質量比で混合した油脂組成物のランダムエステル交換油１０質量％、及び、
大豆液状油２０質量％からなる混合油脂７８．７質量部を６０℃に加熱した油相を用意し
た。一方、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖（固形分７０質量％）２０質量部、クリームからバ
ターオイルを製造する際に生じる水相成分の濃縮物（乳固形分３８質量％、乳固形分中の
リン脂質の含有量９．８質量％）１質量部及び香料０．３質量部を添加・溶解した水相を
用意した。上記油相と水相を油中水型の乳化物とし、殺菌し、急冷可塑化工程（冷却速度
―２０℃／分）にかけ、これをシート状に成型し、本発明の加糖ロールイン油脂組成物１
を製造した。
　続いて、得られた加糖ロールイン油脂組成物１を使用し、下記配合・製法により、本発
明の積層状生地、及び、層状ベーカリー製品（リーフデニッシュパイ１）を得た。
　得られたリーフデニッシュパイ１について焼成１時間後に喫食したところ、優れたコク
のある甘味が感じられた。
【００５５】
＜ベーカリー試験＞
　下記配合・製法により、積層状生地、及び、層状ベーカリー製品を得た。
　強力粉７０質量部、薄力粉３０質量部、食塩１．６質量部、砂糖６質量部、脱脂粉乳３
質量部、イーストフード０．１質量部、イースト４質量部、水５４質量部、及び、練り込
み油脂（マーガリン）５質量部をミキサーボウルに投入し、フックを用いて低速３分、中
速５分ミキシングして得られた生地を、１ｋｇに分割し、軽く丸めた後、２℃の冷蔵庫内
で１５時間生地をリタードした。この生地をシーターを用いて厚さ５ｍｍまで伸展させた
のち、この上面に、加糖ロールイン油脂組成物を２００ｇ（小麦粉主体のドウに含まれる
澱粉類１００質量部に対し３４質量部）積載し、厚さ５ｍｍまで圧延し３つ折りし、生地
の方向を９０℃変えて、さらに厚さ５ｍｍまで圧延し３つ折りをおこなった。ここで２℃
で２時間リタードした後、厚さ５ｍｍまで圧延し３つ折りし、２７層の積層状生地である
デニッシュ生地を得た。
　得られたデニッシュ生地を冷蔵庫内で２時間リタード後、シーターを用いて生地を厚さ
６ｍｍまで圧延し、直径６０ｍｍの菊型で生地を打ちぬいた。この打ちぬいた生地の両面
にグラニュー糖を付着させた後、シーターで厚さ４ｍｍまで圧延し、ピケ穴をあけ、３２
℃５０分のホイロをとり、室温で１０分レストを取った後、２１０℃に設定した固定窯で
１０分焼成し、層状ベーカリー製品であるリーフデニッシュパイを得た。
【００５６】
〔実施例２〕
　実施例１における砂糖混合ぶどう糖果糖液糖の配合量を２０質量部から１０質量部に変
更し、水を１０質量部添加した以外は実施例１と同様の配合及び製法で、本発明の加糖ロ
ールイン油脂組成物２、及び、リーフデニッシュパイ２を得た。
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　得られたリーフデニッシュパイ１について焼成１時間後に喫食したところ、コクのある
甘味が感じられた。
【００５７】
〔実施例３〕
　実施例１における混合油脂の配合量を７８．７質量部から６８．７質量部に、砂糖混合
ぶどう糖果糖液糖の配合量を２０質量部から３０質量部に変更した以外は実施例１と同様
の配合及び製法で、本発明の加糖ロールイン油脂組成物３、及び、リーフデニッシュパイ
３を得た。
　得られたリーフデニッシュパイ３について焼成１時間後に喫食したところ、優れたコク
のある甘味が感じられた。
【００５８】
〔実施例４〕
　実施例１における混合油脂の配合量を７８．７質量部から５８．７質量部に、砂糖混合
ぶどう糖果糖液糖の配合量を１０質量部から４０質量部に変更した以外は実施例１と同様
の配合及び製法で、本発明の加糖ロールイン油脂組成物４、及び、リーフデニッシュパイ
４を得た。
　得られたリーフデニッシュパイ４について焼成１時間後に喫食したところ、十分なコク
のある甘味が感じられた。
【００５９】
〔実施例５〕
　実施例１における混合油脂の配合量を７８．７質量部から４８．７質量部に、砂糖混合
ぶどう糖果糖液糖の配合量を１０質量部から５０質量部に変更した以外は実施例１と同様
の配合及び製法で、本発明の加糖ロールイン油脂組成物５、及び、リーフデニッシュパイ
５を得た。
　得られたリーフデニッシュパイ５について焼成１時間後に喫食したところ、甘味がやや
強いが、十分なコクのある甘味が感じられた。
【００６０】
〔実施例６〕
　実施例１におけるクリームからバターオイルを製造する際に生じる水相成分の濃縮物を
、あらかじめフィチン酸でｐＨ４．９に調整してから使用した以外は、実施例１と同様の
配合及び製法で、本発明の加糖ロールイン油脂組成物６、及び、リーフデニッシュパイ６
を得た。
　得られたリーフデニッシュパイ１について焼成１時間後に喫食したところ、優れたコク
のある甘味が感じられた。
【００６１】
〔比較例１〕
　実施例１におけるクリームからバターオイルを製造する際に生じる水相成分の濃縮物を
無添加とし、大豆レシチン１質量部を添加した以外は実施例１と同様の配合及び製法で、
比較例の加糖ロールイン油脂組成物７、及び、リーフデニッシュパイ７を得た。
　得られたリーフデニッシュパイ７について焼成１時間後に喫食したところ、甘味がくす
んで感じられた。
【００６２】
〔比較例２〕
　実施例１におけるクリームからバターオイルを製造する際に生じる水相成分の濃縮物を
無添加とし、２０％加糖卵黄１質量部を添加した以外は実施例１と同様の配合及び製法で
、比較例の加糖ロールイン油脂組成物８、及び、リーフデニッシュパイ８を得た。
　得られたリーフデニッシュパイ８について焼成１時間後に喫食したところ、甘味がくす
んで感じられた。
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